
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人等の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　所論は、本件仮登記仮処分命令は実在せざるＤを実在せるものとして為されたも

のであるから、命令あるも、その名宛人なき行為として当然無効であると思料する

という。しかし、このことに関し原審がした判示は正当であつて、本件において登

記簿上の名義人に対して為された仮登記を以て無効と為すべきものでないから論旨

は理由がない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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